
改正女性活躍推進法について
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秋田労働局雇用環境・均等室



女性活躍推進法とは
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就業希望者数
(女性)：237万人

【女性の年齢階級別労働力率と潜在的労働力率（2018年）】

（資料出所）総務省「平成30年労働力調査」、「平成30年労働力調査（詳細集計）」



働く女性の現状①
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●就業を希望しながらも働い
ていない女性（就業希望者）
は約２３７万人。



働く女性の現状②
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●第1子出産を機に約５割の女性が離職す
るなど、出産・育児を理由に離職する女性
は依然として多い。

●女性雇用者における非正規雇用者の割
合は約６割近くある。

●管理的立場にある女性の割合は約15％
（平成30年）と近年緩やかな上昇傾向にあ
るものの、国際的に見ても低い。



なぜ女性活躍推進が必要なのか
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日本は急速な人口減少局面を迎えてお
り、将来の労働力不足が懸念されてい
る。

⇒このような状況下で、国民のニーズの
多様化やグローバル化に対応するため、
企業等における人材の多様性（ダイ
バーシティ）を確保することが不可欠。



なぜ女性活躍推進が必要なのか
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企業自身にとっても、採用や育成等に
多大なコストを投じた女性社員が能力を
高めつつ継続就業できる職場環境にし
ていくことは、

●人材の確保、定着

●社員のモチベーションの向上 など

大きなメリットに結びつく！



なぜ女性活躍推進が必要なのか
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▶多様な労働者が最大限に
能力を発揮し、活き活きと働
くことのできる環境整備

その一つが

「女性の活躍推進の取組」



「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」（「女性活躍
推進法」）が平成２８年４月１
日から全面施行されています。一般
事業主行動計画を策定し、女性
活躍推進に取り組みましょう！
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一般事業主が行うこと
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●常時雇用する労働者の数が301人以上
の事業主に対しては、以下の取組が義務
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の秋田労働局への届出
④女性の活躍に関する情報の公表

●常時雇用する労働者の数が300人以下の
事業主については、努力義務
（令和4年4月1日からは101人以上／100人以下で区分）



常時雇用する労働者とは
正社員だけでなく、パートや契約社員などの名
称に関わらず、以下の要件に該当する労働者
も含みます。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者で
あって、過去１年以上の期間について引き続
き雇用されている者又は雇入れの時から１年
以上引き続き雇用されると見込まれる者
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▶（区）の表示のある項目：雇用管理区分ごとに把握

「雇用管理区分」・・・職種、資格、雇用形態、就業
形態等の労働者の区分であって、当該区分に属
している労働者について他の区分に属している労
働者と、従事する職務内容、人事異動（転勤、昇
進、昇格を含む）の幅や頻度において異なる雇用
管理区分を行うことを予定しているものをいう。

例：総合職、一般職
事務職、技術職、専門職
正社員、契約社員、パートタイム労働者 など
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○○株式会社 行動計画

社員の働き方を見直し、男女がともに活躍できる雇用環境の整備を
行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

２．内容

目標1：管理職に占める女性割合を30％以上にする。

＜対策・取組内容＞
●令和 年 月～ 個人面談を実施し、希望を把握（年１回以上）
●令和 年 月～ 階層別にキャリア研修を実施（年１回以上）
●令和 年 月～ 管理職に女性を登用

目標2：年次有給休暇の取得日数を1人あたり平均年間10日以上とする。

＜対策・取組内容＞
●令和 年 月～ 各部署において管理職含む全員の年次有給休暇の

取得計画を策定
●令和 年 月～ マンスリー休暇を実施
●令和 年 月～ 1人2役・3役を推進し、無駄な業務をカットすること

により、誰が休んでもカバーできる体制をつくる



改正女性活躍推進法について
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女性活躍推進法の改正
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【常時雇用する労働者301人以上の事業主の皆さま】

一般事業主行動計画に、数値目標を「２つ以上」定める必要があります！

女性の活躍推進に関する
情報公表も「２項目以上」公表する必要があります！

【常時雇用する労働者101人以上の事業主の皆さま】

一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表が義務になります！

【女性の活躍推進に積極的に取り組む事業主の皆さま】

プラチナえるぼし認定制度が創設されました！



１．一般事業主行動計画の改正内容（令和２年４月１日施行）

令和２年４月１日以降が始期となる
一般事業主行動計画を作成する際は、
原則として、以下の①と②の区分ごと
に１つ以上の項目を選択し、それぞれ
関連する数値目標を定めた行動計画
の策定届を、秋田労働局まで届け出る
必要があります。

18



19



一般事業主行動計画の改正内容（令和２年４月１日施行）

① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・男女別の配置の状況(区)
・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区)
・管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職
場風土等に関する意識(区) (派:性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）
・管理職に占める女性労働者の割合
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異(区)
・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況(区)(派)
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派:雇入れの実績)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)
・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登
用した実績
・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区)
・男女の賃金の差異(区)
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一般事業主行動計画の改正内容（令和２年４月１日施行）

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異(区)

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用
割合(区)

・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く）の
利用実績(区)

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度
の利用実績

・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 （健康管理時間）の状況

・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 （健康管理時間）の状況
(区)(派)

・有給休暇取得率(区)

※ 令和２年４月１日以降、状況把握の際には、管理職を含む全労働者の労働時間
を把握する必要があります。
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一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大

（令和４年４月１日施行）

一般事業主行動計画の策定・届出義
務及び自社の女性活躍に関する情報
公表の義務の対象が常時雇用する雇
用する労働者が101人以上の事業主
に拡大されます。
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一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大

（令和４年４月１日施行）

常時雇用する労働者が101人以上
300人以下の事業主は施行日までに
取り組みを実施してください。

100人以下の事業主の皆様は行動
計画の策定・届出等が努力義務です。
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一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大

（令和４年４月１日施行）
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一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象拡大

（令和４年４月１日施行）
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次世代法に基づく行動計画との
一体的な策定及び届出

女性活躍推進法に基づく行動計画と次
世代法に基づく行動計画との一体的な
策定及び届出について、両法に定める
要件をいずれも満たし、行動計画期間
を同一とする場合に、両法に基づく行動
計画を一体的に策定・届出ができます。
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